
集 中

●随時、説明会を行っておりますのでﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰまでお問い合わせください。

地域において子育ての援助を受けたい人と行いたい人が会員とな

り、育児について助け合う会員組織です。センターのアドバイザー

が会員間の相互援助活動の調整を行います。

ご利用いただくにはあらかじめ会員登録が必要になります。

こんな時にご利用できます
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潟上市ファミリー・サポート・センター
〒０１８－１４０１ 潟上市昭和大久保字堤の上１－３（昭和こども園２階）

TEL ０１８－８３８－０１５０ FAX ０１８－８３８－０１４１

《開館時間》 ９：３０～16：００

《休 館 日》 土、日、祝日、年末年始

お申し込み

お問い合わせ

●活動中の事故やケガに備えて、補償保険に加入しています。



◎ご利用料金

午前６時～午後８時まで・・・お子さん１人１時間あたり６００円

・援助開始から最初の１時間は、これに満たない場合でも１時間として換算します。

・時間を延長した時は、３０分以下は半額、３０分～１時間までは１時間と換算します。

潟上市ファミリー・サポート・センターを利用されるひとり親家庭等の会員に対して報酬基

準額の３分の２が助成されます。(１時間あたり２００円)

※交通費、食料費などの実費は助成対象には含まれません。

【助成の条件】

潟上市に居住し、かつ、住民基本台帳に記載されている者で、次のいずれかに該当する者

（１）母子及び父子並びに寡婦福祉法第６条に規定する配偶者のない女子又は配偶者のない

男子で、現に児童を扶養している方

（２）生活保護法に基づく保護を受けている世帯に属する方

（３）市町村民税非課税世帯に属する方

（４）育児と親等の介護を同時に行っているダブルケア負担の世帯に属する方

（５）障害児、多胎児を持つ等配慮が必要な世帯に属する者

【対象者の登録】

利用料の助成を受けようとする方は、あらかじめ対象者である旨の登録をする必要がありま

す。

潟上市ファミリー・サポート・センターひとり親家庭等登録申請書（様式第１号）に以下の

書類を添付して申請します。（年度ごとに申請が必要になります。）

（１）潟上市ファミリー・サポート・センター会員証の写し

（２）ひとり親家庭等であることを確認できる書類

（３）その他市長が必要と認める書類

※申請書は潟上市ファミリー・サポート・センターで配布しています。また、潟上市ホーム

ページでもダウンロードできます。

※提出場所は潟上市ファミリー・サポート・センターまで。郵送による提出も可能です。


